
有事法案に関する緊急声明

与党、民主党合意は有事法制の危 な本 を寸分も変えていない、

改めて有事法案の廃案を強く訴える

　　　　　　　　　　　　　　　　２００３年５月１４日　憲法研究者有志

　５月１３日、与党と民主党との合意が成立し、衆議院の委員会、本会議採決

の危 が濃厚になった。事態は重大な局面を えた。合意を伝えたマスコミは、

あたかも与党と民主党との合意（以下、合意）により、有事法案の危 な内容

は大きく改善され、国民にふさわしい内容に変わったかのような報道を繰り

している。しかし、こうした主張は、有事法制の合意の内容を誤ってとらえる

ものであり、国民に与える影 は り知れない。私たち憲法研究者は、かかる

事態において、とりあえず合意の内容がいかなるものであるかを明らかにし、

それが有事法制の内容に変化をもたらすものではなく、有事法制は廃案以外に

ないということを、市民の皆さんに訴えることが必要と考え、ここに声明を発

表する。

　合意の中身は、いくつかあるが、その核心は、第１に民主党の主張する緊急

事態基本法案については「四党間で真摯に検討し」、有事に対応する機構とし

て民主党が主張している「危機管理庁」の 置も含め、速やかな措置をとるこ

ととしたこと、第２に民主党が強く主張したいわゆる人権保障条項については、

武力攻撃事態法案第 3 条に、「この場合において、日本国憲法第 14 条、第 18
条、第 19 条、第 21 条その他の基本的人権に関する 定は、最大限に尊重され

なければならない」という文 を入れたことである。他にも施行時期などある

が、核心 分についてだけ検討する。

１　＜「人権尊重」 定によっても有事法制の危 な中身はいささかも変わっ

ていない＞

　まず、民主党が、またマスコミがもっとも強調しているのは、法案に、いわ

ゆる人権保障の 定が挿入されたという点である。たとえば、朝日新聞は「基

本的人権の保障は法案に明記されることになった。与党側は憲法に書いてある



のだから法案には要らないという主張を取り下げた」ことによって「欠陥だら

けの政府案」が根本的に改善されたと く評価している。しかしこれは二重三

重に誤っている。

　第１に、合意で事態が根本的に変わったかのようにいうが、そんなことはな

い、政府の原案と全く法的効果は変わっていない。もともと政府原案にも、い

わゆる人権尊重 定は入っていた。同原案には「武力攻撃事態への対処におい

ては、日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならず、こ

れに制限が加えられる場合には、その制限は・・必要最小限のものであり、か

つ、公正かつ適正な手続きのもとに行われなければならない」とあったのであ

る。それに合意で先に述べたような一文を付け加えたからといって、それが果

たす法的効果は変わらない。政府・与党とすれば、それにより法の執行に手を

縛られることはないので「実害」はない与党が当初渋ったのも、あとで譲歩し

て民主党に花を持たせるという政治的効果をねらったものとしか いようがな

い。

　第２に、一層大事なことだが、この種の人権尊重 定は、これまでも国民の

人権を制限する幾多の法案には入れられてきたものであり、それは「人権尊重」

とは いながら反対に「必要最小限」との口実で人権を政府の恣意によって制

限することにお墨付きを与える 定にしかならない。こうした人権尊重 定は、

実際にこの法が発動され、多くの市民に対する人権侵害が行われてしまい、そ

れを後になってから市民が訴 に訴える時や、権力により処罰を受けた報道機

関などが後になって裁判で争う際には「使える」 定ではあるが、有事に際し

ての膨大な人権侵害を予め 止する歯止めとしては 力である。

　第３に、民主党や与党が有事に際してまじめに人権の尊重を考えるのだとす

れば、この 定を入れただけでなく、自 隊法にある 秘密保 定（自

隊法第 96 条の 2、表現の自由を文字通り正面から 制する 定）、 出動に

伴う業務従事命令・物資保管命令（自 隊法第 103 条）など現にある人権制限
定の削除の措置を直ちにとるべきであろう。しかし合意ではそのようなこと

は今回の修正協議ではまったく議論にも乗せられていない。

　以上のように、人権尊重 定なるものは法案の危 な本 をなんら変えてい

ない。

２　＜ブッシュの戦争に国民を動員する有事法制のねらいはいささかも変わっ



ていない＞

　合意は、「欠陥だらけの政府案」を根本的に改善したというが、決して法案

の本 は変わっていない。有事法制の本 は、ブッシュ政権のイラク攻撃にみ

られるような戦争に日本が加担するのみならず、その戦争に自 隊ばかりでな

く民間企業や地方自治体などを強制的に動員することに最大のねらいがある。

アメリカの戦争に国民を動員するには、その戦争を日本の有事であるとして国

民を強制するしか手はない。それを確保するための となっているのが、有事

法制が実際に日本が武力攻撃を受けるはるか以前、すなわち「武力攻撃が予測

されるに至った事態」でも発動される仕掛けである。だから、民主党が、アメ

リカの戦争に 随し国民を巻き込む法制ではなく、万一日本が攻撃されたとき

の 定を作るというのであれば、当然、この武力攻撃予測事態での有事体制発

動の削除を要求すべきであったが、民主党はこの点を全く無視した。法案の危

な本 は寸分も変わっていないことは、このことだけでも明白である。

　また民主党が有事法制に不可欠と主張してきた国会の関与という点を見ても、

なるほど、民主党提案により国会決議で対処措置を終了させる 定を入れるこ

ととはなったが、もっとも肝心の点、すなわち政府案では対処基本方針を国会

にかける前に、閣議決定のみで実施に移せる点に歯止めをかけなかったこと、

削除しなかった武力攻撃予測事態（そこでは国会審議の時間的余裕がある）に

ついてすら事前の国会統制をかけなかったことは驚きとしか いようがない。

一体これで民主党のいう国会関与なるものが成り立つとでも思っているのであ

ろうか。この点でも民主党との合意は法案の手を全く縛っていない。

３　＜民主党の提案する緊急事態基本法は人権と民主主義をかえって切り縮め

るものである＞

　民主党は今回の修正協議において、政府案の修正とともに基本法案を出して

いた。いわばこれが民主党の理想案である。合意ではこれは「真摯な検討」と

いうことになって先送りされたために、本声明ではただ、基本法の本 的問題

点を指摘するにとどめ、くわしい検討は避ける。

　結論から うと民主党提案の基本法は緊急事態に人権を確保する法制どころ

か、政府案の有事法制に加えられるならば、事態を一層悪化する根本的な欠陥



を持っている。最大の欠点は、同案が、日本に加えられる武力攻撃と、テロ、

自然災害を一緒くたに「緊急事態」として同じような対処の方針を出している

点である。そもそも、武力攻撃と、テロ、自然災害は、全く性格も異なり、し

たがって、それぞれにふさわしい別々の対処方策、国会の関与のあり方がある。

自然災害や、テロは基本的に予測がつかない事態であり、それに対しては、機

敏な措置が迅速にとられることが求められ、とくに自然災害の時には人権の制

約も受容される場合があるのに対し、武力攻撃の恐れという事態は、以前から

予測もつき、それへの対処をめぐっては外交上などのさまざまな措置が検討さ

れることが不可欠であり、国会で十分な議論が尽くされるべき事柄である。人

権の制約があってはならないことはいうまでもない。こうしたことを一緒くた

に「緊急事態」とし、いわんやそれへの事前 画などを 定するにいたっては、

この危 性は り知れない。

４　＜改めて有事法案の廃案を求める＞

　報道では修正合意を受けて再修正された法案が、実 的審議もないまま直ち

に衆議院を通過する見通しだという。しかし、法案の内容が変えられている以

上、衆議院特別委員会の段階でも改めて慎重な審議が行なわれるべきである。

民主党と自民党との 公開の修正協議によって国会審議に代えようという与党

と民主党の姿勢は、再修正された法案にたいする疑義に答えることからも げ

まくり、その問題点があらためて明らかにならないうちに法案の成立をはかろ

うとするものと わざるを得ず、私たちは怒りを禁じえない。

　有事法案がアメリカの戦争に国民を動員するという本 が変わっていないか

ぎり、国民にとって最善の道は、この法案を廃案にすること以外にない。いま

国民にとってもっとも必要なこと、そして民主党の心ある人々も含めいますべ

ての野党が一致できる点があるとすれば、有事法案を廃案にするという一点で

あるはずである。私たちはこのことを強く訴え、私たちがそのために全力を挙

げて奮 することを う。
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